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1. 整備基本計画改定にあたって 

（1）  改定の目的  

区内には、公園（都立、区立）、緑地、児童遊園、憩いの森、街かどの森など様々

な施設があるが、子どもたちが自然の中で自由に遊べる空間はほとんどない。一方で、

区内には農地・屋敷林・雑木林など「練馬の原風景」（注１）といえる場所が多く残

っている。 

練馬のみどりを継承し、将来にわたり保全していくためには、次代を担う子どもた

ちが地域のみどりに直接触れ、親しみ、自由な遊びを通じた「原体験」（注２）によ

って、その豊かさや価値を実感することが重要である。 

こうした現状認識と事業検討の背景を踏まえ、子どもたちが練馬のみどりの中で交

流しながら楽しむ自然体験や自由遊びを通して、地域や環境への愛着を深めることに

より、練馬のみどりの保全と創出に向けた意識を高めていくことを目的として、平成

25 年 6 月に「（仮称）こどもの森整備基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定

した。平成 27 年 4 月には、練馬区立こどもの森緑地を東京都市計画緑地第 78 号羽沢

緑地の一部に開園した。 

今般、開園区域に隣接した用地の取得等の目途が立ったことから、「整備の考え方

と方針」、「管理運営の考え方」は継承しつつ、羽沢緑地における次期拡張整備に向け

て、基本計画を改定する。あわせて、時点修正やわかりやすい表現への修正を行う。 

 

 

（注１）  練馬で昔から多く見られた農地、屋敷林、雑木林の風景を「練馬の原風景」と定義する。 

（注２）  人間の形成にとって必要とする体験学習の一つで、人間の五感（視・聴・嗅・味・触）を使っ

た初歩的な体験を示す。その他の学習体験としては、自然的体験、社会的体験、経済的体験、

文化的体験がある。 （出典：環境教育指導辞典、佐島群巳） 
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（2）  上位・関連計画との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3）  条例上の位置付け  

練馬区立こどもの森緑地は、都市公園法に基づいて設置する都市公園、かつ練馬

区立都市公園条例上の都市公園である。ただし、一般的な公園とは異なることがあ

るため、維持および管理については練馬区立こどもの森緑地条例により定めている。  
 

第３次みどりの風吹くまちビジョン（令和６年３月） 

アクションプラン〔年度別取組計画〕 戦略計画 16-3 特色ある公園等の整備 

練馬区みどりの総合計画（令和５年度改定）（令和６年３月） 

みどりのネットワーク「みどりの拠点（城北中央公園群）」 

施策 1-1 みどりの拠点となる大規模な公園づくり 

施策 2-8 子ども向けの体験型学習の充実 

グランドデザイン構想（平成 30 年６月） 

 都市のグランドデザイン 

「みどりに恵まれた良好な環境の中で誰もが暮らしを楽しむ成熟都市」 

 

 

 

 暮らしのグランドデザイン（episode7） 

「みどりの新しい風が吹き始める、憩い楽しむ場所がある」 

  将来を担う子どもたちが、自然や生きものと触れ合う体験型事業を推進 

  特色ある公園の整備を推進 

  都市インフラの整備に合わせ、みどりのネットワークを形成 

魅力にあふれ 

利便性に富んだ駅

前と周辺のまち 

みどり豊かで 

快適な空間を 

演出する道路 

生きた農と 

共存するまち 

みどりあふれる 

中で多彩な活動が

展開されるまち 

こどもの森整備基本計画 

（令和６年度改定） 
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